
 令和８年度採用 

小笠原村職員採用試験要項 

（保健師） 
令和８年２月１２日 

小  笠  原  村 

  

１ 試験の職種・試験区分等 

職 種 試験区分 職務内容 採用予定人員 採用後の配属先 

保健師 
大卒 

短大３卒 
保健師業務 １名 

本庁(父島) 

または事業所(母島) 

 

２ 受験資格 

昭和４０年４月２日以降に生まれ、保健師免許を有している方 

＊身体障害者手帳の交付を受けている人で、介護者なしで職務の遂行が可能な人を含みます 

＊採用日までに資格取得見込みの方を含みます 

なお、日本国籍を有しない人は受験できません 

 

＊以上にかかわらず、地方公務員法第１６条により次のいずれかに該当する人は受験できません 

（１）拘禁以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 

（２）小笠原村において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

（３）人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第６０条から第６３条までに規定する罪を犯し、 

刑に処せられた者 

（４）日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する 

ことを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

 

 

３ 受験申込手続 

（１）持参による場合 

①受付期間 

令和８年２月１２日（木）から令和８年４月 3 日（金） 

 （9:00～12:00、13:30～17:00）        

＊土日・祝日は受け付けません 

②提出書類 

採用試験申込書 

③提出先（次のどちらか） 

・小笠原村役場総務課総務係（東京都小笠原村父島字西町） 

・小笠原村役場母島支所（東京都小笠原村母島字元地）  

https://www1.g-reiki.net/fukuoka-taite/reiki_honbun/x594RG00000063.html#e000002492
https://www1.g-reiki.net/fukuoka-taite/reiki_honbun/x594RG00000063.html#e000002582


（２）郵送による場合 

①受付期間 

令和８年４月３日（金） 午後５時までに到着したもの  

②提出書類 

「（１）持参による場合」と同じ 

＊封筒の表に「受験申込」と朱書きしてください 

＊簡易書留やレターパックプラス、レターパックライト等、郵便追跡ができる 

送付方法での送付をおすすめします 

③送付先 

〒１００－２１０１  

東京都小笠原村父島字西町  

小笠原村役場 総務課総務係 採用担当 

 

＊応募書類は返却いたしません 

＊締め切りに間に合うよう、船便の日程をご確認の上、余裕をもってお送りください 

 

（３）受験確認メールの送付 

   申し込み締め切り後に、申込書に記載のアドレス宛にメールを送ります 

   ＊試験時刻および受験会場、または Web 面接アドレス等の詳細をお知らせします 

＊令和８年４月８日までにメールが届かない場合は、必ずご連絡ください 

 

 

４ 試験 

（１） 試験方法 

口述試験 主として人物及び専門知識についての面接 

 

（２） 日時  

令和８年４月１８日（土） 午前９時から正午の間（２０分程度） 

 

（３） 会場   

次のどちらかを選択（申込書に記入欄あり） 

・小笠原村役場 

（東京都小笠原村父島字西町） 

・ご自宅等任意の場所【Web 会議システム利用】 

（Webex Meetings の予定） 

＊安定した通信環境、雑音がなく第三者に見聞されない環境で参加してください 

＊カメラとマイクのある端末をご用意ください（通信料金等は自己負担です） 

＊試験を録画録音することは禁止いたします 



５ 合格者の決定・発表 

決定方法 口述試験及び資格調査等の結果を総合的に判定し、合格者を決定します 

発表 試験実施日から概ね１週間後 

＊合否にかかわらず、本人あてに通知します 

   ＊資格調査等：受験資格の有無、申込記載事項の真否等について行います 

 

６ 採用の方法・時期 

（１） 採用の方法 

合格者は採用候補者名簿に登載され、順次採用する予定です 

採用候補者名簿の有効期間は、名簿確定後１年です 

（２） 採用の時期 

(ア) 名簿登載順位１番の方は、令和８年７月以降採用予定です 

(イ) ２番以降の方は、欠員の状況に応じて採用されます 

（欠員状況によっては採用されないこともあります） 

 

７ 勤務条件 

（１）給与 

新卒初任給 （短大３卒）263,400 円 （大卒）2６９，１００円 

※初任給決定の際は、新卒初任給に、経験年数に応じた加算がされます 

年間賞与４．６5 月分 

その他手当あります（地域手当１０％、扶養手当、時間外勤務手当、夜勤手当 等） 

※条例改正により、金額等は変わることがあります 

（２）勤務時間 

午前８時から午後５時１５分まで（午後０時から１時３０分まで休憩） 

土曜、日曜、祝日は休みとなります 

（３）休暇 

年次有給休暇、特別休暇（慶弔等）などがあります 

 

 

 

 

【試験についての問合せ先】  

〒100-2101 東京都小笠原村父島字西町  

小笠原村総務課総務係  ℡０４９９８－２－３１１１  


